
 

 



 

 

            





 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 



 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 



 

 

 
   

 
 

 
 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 



 

  
 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



 

                 



 

 

 

 
 



 



 



 



 

                 
 



 

 
 



 



 

 



 

 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

 
  

 
 
 

  

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 



 



 

 
 

  
  
  
  
 

  
  
  
  

  
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 



 

  
  
  

 



 

 
 

  

   
   

 

 
 

 
  

   
 

 
 

 
  

 
   

  



 

 

 

 
  

 
 

 
 

 



 

 
  
  

 



 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
  

  
 
 
 

 
 
 

 

     
 

 
 
 



 

 
  

  
  

 



 

 
  
  

 
  
  

 

 

 
 

 
 
 

 

  

          

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
  

  

 
 

  

 
 
 

 

 

 

  



 

 

 
 

  
   
   



 

  

 
  

 



 

 
 
 

   

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

  
 



 

 
 
 
 

   

 

 

   

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

      
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

   
  

   
  

 

 
 
 

 
 

 
  

   
  

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

   
 



 



 



                 
  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 
         

         



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         

         

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 
         
 
 
 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 
         
 
 
 

 

 

 



 

 

電気事業法施行規則第 27 条の規定に基づく 
添付書類 

 
 

１ 変更を必要とする理由 

２ 最終保障供給約款の変更の内容および新旧料金率比較表 

３ 料金および工事費負担金の算出根拠 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
変更を必要とする理由 

 
平成 28 年 11 月 18 日に成立した「社会保障の安定財源の確保等を

図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等

の法律等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 85 号）による消

費税法の改正および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する

法律等の一部を改正する法律」（平成 28 年法律第 86 号）による地方

税法の改正を受け,このたび,当社は,消費税率の引き上げによる新た

な料金率等を設定すべく,最終保障供給約款を見直すことといたしま

した。 

つきましては,電気事業法第 20 条第１項の規定に基づき,ここに平

成 27 年 12 月 28 日届出の最終保障供給約款の変更を届け出る次第で

あります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 









 

 

 

３ 料金および工事費負担金の算出根拠 

 

 

 



 

 


	最終保障供給約款供給約款変更届出書v2
	電気最終保障供給約款届出書_R10821



